
社会福祉連携推進法人制度の具体的活用に向けて
～人材確保等分野におけるリガーレグループからの実践報告～

令和４年5月３０日
社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋

理事長 山田 尋志
（社会福祉連携推進法人リガ―レ代表理事）

令和４年度京都市社会福祉法人役員等研修会



１．社会福祉法人の現状
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※出典：厚生労働省福祉行政報告例（国所管は厚生労働省社会・援護局福祉基盤課調べ）

○社会福祉法人の数は、多少鈍化はしているものの、引き続き、増加している。（平成30年度→令和元年度：60件増）

社会福祉法人数の推移
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「サービス活動収益」の規模別の法人の割合

※出典：社会福祉法人電子開示システム（現況報告書（平成31年４月１日現在）等）データ 4

「サービス活動収益」の規模別の法人の
割合

・ 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムに
より、所轄庁に現況報告書等（現況報告書、計
算書類及び社会福祉充実計画）の届出を行った
社会福祉法人（20,533法人*）にあって、
『「サービス活動収益」の規模別の法人の割合』につ
いて集計した結果である。
*分類が困難なデータを含む法人は集計から除外している。

・ 1億〜2億円未満（26.4%）が最も多く、次いで、
1億円未満（14.1%）、2億〜3億円未満
（13.6%）と続いている。
・ また、サービス活動収益の平均は約6億円である。

サービス活動収益
平均︓約6億円

（559,597,096円）

（n=20,533法人）
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○社会福祉法人の事業分野については、収益規模が5億未満の場合は約88%が単独事業分野を実施しているのに対し、20億以上の場
合は、約86%が複数の事業分野を実施している。

〇収益規模が5億未満の社会福祉法人について、児童福祉分野のみを行う法人の割合が多い。

※平成31年4月1日時点の現況報告書（福祉医療機構現況報告書開示システムより、厚生労働省福祉基盤課にて集計）
※社会福祉協議会、一部データに不備のある法人を除く。

〇 収益規模別、社会福祉事業分野別の社会福祉法人の割合
※各法人が実施している社会福祉事業について、高齢、児童、障害、その他の4分野に分けて集計 （複数の分野を実施している場合は、「複数事業」として分類）
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社会福祉法人の事業展開
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２．社会福祉連携推進法人に期待される役割について

7

「R3.12.21社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」より一部抜粋



◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

○ 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い手
が減少しており、例えば、近年大規模な災害が多発する中で
災害時の支援ニーズへの対応においても課題となるなど、
地域社会の持続そのものへの懸念が生まれている

○ 高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながりや
社会参加の機会に十分恵まれていない

〈共同体機能の脆弱化〉〈共同体機能の脆弱化〉

○ 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下するとと
もに、未婚化が進行するなど家族機能が低下

○ 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本
型雇用慣行が大きく変化

血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基
礎となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒ 制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な社
会参加と地域社会の持続の両方を目指す試みがみられる

○ 日本の社会保障は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福
祉サービス等を含む現物給付を行うという基本的なアプローチの下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。

○ これにより、生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児
童福祉など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった。

○ その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、ダブルケア・いわゆる8050）している。こ

れらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリスクと言えるが、個別性が極めて高く、対象者別の各制度の下での支援の実践に
おいて対応に苦慮している。

＜人口減による担い手の不足＞＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷と現在の状況

我が国の社会の変化と今後の福祉の在り方
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○ 社会福祉法人の連携・協働化の方法
① 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携
・ 社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法人の連携の中核として、都道府県域での複数法人間連携による地域貢献の取組を更に推進
するなど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要である。

・ 厚生労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、法人間連携を引き続き推進すべきである。

② 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設
・ 法人間連携の枠組みとして、社会福祉協議会を通じた連携や合併・事業譲渡があり、これらの方策についても活用できる環境の整備が重
要であるが、社会福祉法人の非営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度により、既存の方策の
中間的な選択肢の創設を図るべきである。

③ 希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備
・ 所轄庁が合併等の手続への知見に乏しいとの意見や、実際に法人が合併等に苦労したとの意見等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連
携の好事例の収集等を行い、希望する法人向けのガイドラインの策定を進めるべきである。

・ 組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法人は法人財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専門家による検討会で整理
を進めるべきである。

○ 連携・協働化に向けた今後の課題
・ 今後、福祉サービスの質の向上のためには、本報告書で提言した手法が実際に機能するよう、厚生労働省が関係団体と協力して取り組む
必要がある。

・ 現行の社会福祉法人の資金等の取扱いについて、法人本部の運営に要する経費に充当できる範囲を拡大するべきとの意見や、法人内の
１年以上の貸付を認めるべきとの意見があり、この点については厚生労働省において、必要性、実施可能性も含めた検討を行うべきである。

我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加
する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうし
た人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ
がますます複雑化・多様化してきている。
このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図
るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分
野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書（概要）
社会福祉法人の事業展開等に
関する検討会
令和元年12月16日とりまとめ
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※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村
の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、
介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日 （ただし、３②は令和３年10月１日、３③及び４③は令和２年６月12日、５は令和４年４月１日)

施行期日

改正の概要

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住

宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の
情報の提供を求めることができると規定する。

② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診
療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。

③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提
供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】

① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の概要

衆議院可決 ：令和２年５月26日
参議院可決・成立：令和２年６月５日
公布 ：令和２年６月12日
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社会福祉連携推進法人について

○ 社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、②地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、③社会福祉法人
の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設。

○ ２以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係
る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進。

⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。

11

※ 各法人は、複数の
社会福祉連携推進法人
に参画することが可能
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【法人運営のポイント】
○ 社会福祉連携推進区域(業務の実施地域。実施地域の範囲に制約なし。)を定め、社会福祉連携推進方針(区域内の連携推進のための方針)を決定・公表
○ 社会福祉連携推進業務の実施（以下の６業務の中から全部又は一部を選択して実施）
○ 上記以外の業務の実施は、社会福祉連携推進業務の実施に支障のない範囲で実施可（社会福祉事業や同様の事業は実施不可）
○ 社員からの会費、業務委託費等による業務運営（業務を遂行するための寄附の受付も可）
○ 社員である法人の業務に支障が無い範囲で、職員の兼務や設備の兼用可（業務を遂行するための財産の保有も可）

理事会
（理事６名以上・
監事２名以上）

社員総会
（法人運営に係る重要事項

の議決機関）

社会福祉連携推進
評議会

（3名以上）

法人の業務を執行
事業計画等への意見具申や事業の評価

（社員総会・理事会は意見を尊重）

①地域福祉支援業務 ②災害時支援業務 ③経営支援業務 ④貸付業務 ⑤人材確保等業務 ⑥物資等供給業務

・地域貢献事業の企画・立案
・地域ニーズ調査の実施
・事業実施に向けたノウハウ
提供 等

・応急物資の備蓄・提供
・被災施設利用者の移送
・避難訓練
・BCP策定支援 等

・経営コンサルティング
・財務状況の分析・助言
・事務処理代行 等

※ 介護職種に係る技能実習の監理団体
は、経営支援業務として行う

・社会福祉法人である社員に
対する資金の貸付け

※ 貸付け毎に所轄庁の認定が必要
※ 貸付け原資の提供は、原資提供社員

(社会福祉法人)の直近３カ年度の本部
拠点の事業活動計算書における当期
活動増減差額の平均額が上限

※ 貸付け原資は、社会福祉充実財産の
控除対象財産とはならない

・採用・募集の共同実施
・人事交流の調整
・研修の共同実施
・現場実習等の調整 等

・紙おむつやマスク等の物
資の一括調達

・給食の供給 等

※ 原則１社員１議決権※ 代表理事１名を選出

※ 不当に差別的な取扱いをしないなど、一定の要件を満たす場合であって、
社員間の合意に基づき、定款に定める場合は、異なる取扱いも可能

※ 理事及び監事の要件は、
社会福祉法人と同水準

社会福祉連携推進法人（一般社団法人を認定）

大学等福祉・介護人材養成施設への募集活動や合同説明会の開催
合同の職員研修の実施、社員間の人事交流の調整

特別養護老人ホームＢ 特別養護老人ホームＣ特別養護老人ホームＡ

（社員）

社会福祉連携推進法人

⇒学生等への訴求力の向上、福祉・介護人材
の資質向上、採用・研修コストの縮減が期待

【社会福祉連携推進法人のイメージ（介護施設における人材確保に活用する場合）】

会費等を支払い、社員として参画、社員総会において議決権を行使 社会福祉連携推進業務等を通じた便益を享受

【社員として参画できる法人の範囲】

社会福祉法人

※ ２以上の法人が参画し、参画する社員の過半数は社会福祉法人であることが必要

社会福祉事業を
経営する法人

社会福祉事業等に従事
する者の養成機関を
経営する法人

社会福祉を目的
とする公益事業を
経営する法人

※ 社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映
できる者を必ず入れる
業務に応じて、福祉サービス利用者団体、経営者
団体、学識有識者等から構成

※ 議決権の過半数は、社会福祉法人である社員が持つ



○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支
援」は、

・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。

※ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の
実施に係る責務については、社会福祉連携推進法人を介して
こうした取組を行うことにより、その責務を果たしたことになる。

地域課題・その対応方針の共有

地域住民が抱える課題
（ひきこもり、8050問題、

買い物難民等）
（自治体等）

ニーズ調査の実施

新たな取組の企画立案

取
組
に
関
す
る
助
言

社会福祉法人Ａ
特別養護老人ホーム、

デイサービス

送迎車両、運転手の提供

社会福祉法人Ｂ
障害者就労支援

事業

付添職員の派遣

NPO
法人Ｅ

付添職員
の派遣

 例えば月に１回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うとともに、都市
部のショッピングモールに、買い物支
援を行う取組を企画

社会福祉法人Ｃ
保育所

交流会の場所の提供

NPO
法人Ｄ

物品の
提供

（社員）

社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる

新たな取組の実践

地域における公益的な取組

① 地域福祉支援業務のイメージ

※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
社会福祉関係の福祉サービスを行う場合については、以下の要件をいずれも満たせば、地域福祉支援業務に該当することとする。

ア 社会福祉連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること

※ 上記に該当する場合であっても、社員である法人の経営に影響を及ぼすことのないよう、社会福祉連携推進法人が多額の設備投資等を必要とする有料老人ホームや
サービス付き高齢者住宅等の入居系施設を運営することは、地域福祉支援業務には該当しないものとする。

社会福祉連携推進法人
 取組に参加する社員

 取組の実施場所

 取組を行うスタッフ

 取組の運営資金

 各社員の役割

等を調整
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地方自治体
関係団体等

障害者
支援施設Ａ

特別養護
老人ホームＣ

③利用者の移送

連絡・調整により
対策の調和に努める

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「災害が発生した場合における社員が提供する福祉サービスの
利用者の安全を社員が共同して確保するための支援」は、

・ ニーズの事前把握
・ BCPの策定や避難訓練の実施
・ 被災施設に対する被害状況調査の実施
・ 被災施設に対する応急的な物資の備蓄・提供
・ 被災施設の利用者の他施設への移送の調整
・ 被災施設で不足する人材の応援派遣の調整
・ 地方自治体との連絡・調整
等の業務（※）が該当する。

※ 社員ではない地域の被災者に対する支援
活動は、地域福祉支援業務として行う。

※ 感染症対策は災害時支援業務に該当する。

福祉サービス利用者の安心・安全確保、災害時の事業継続の強化に繋がる

被害状況
調査

（社員）

調整 調整

【被災】
特別養護老人ホームＢ

②物資の供給

①応援職員の派遣

② 災害時支援業務のイメージ

社会福祉連携推進法人
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○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共
有を図るための支援」は、

・ 社員に対する経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施
・ 賃金テーブルの作成等人事・給与システムに関するコンサルティングの実施
・ 社員の財務状況の分析・助言
・ 社会福祉法人会計に関する研修の実施等適正な財務会計の構築に向けた支援
・ 社員の特定事務に関する事務処理の代行
等の業務が該当する。

社会福祉連携推進法人 財務会計の
専門家

社員に対する
コンサルティング依頼

社会福祉法人A 社会福祉法人B 社会福祉法人C 社会福祉法人D

（社員）

財
務
状
況
の
分
析
・
助
言

社員のノウハウを踏まえた助言

 新たに施設の建設を
考えているが、新規
開設のノウハウがない。

 小規模なため、
事務処理体制
を効率化したい。

福祉サービス事業者の経営の安定確保が期待

各社員から
事務処理
代行の
委託料

各社員の
事務処理を
代行

ICT等を活用した
先駆的な経営ノウハウ

新規施設の
開設ノウハウ

③ 経営支援業務のイメージ

共有
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④ 貸付業務のイメージ

15

社会福祉法人A
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人B
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人C
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人D
（貸付原資提供社員）

社会福祉法人β
（貸付対象社員）

【認定所轄庁】

【社会福祉連携推進法人α】

【貸付金】
※ 貸付金を活用した

基金の造成は不可

○ 貸付原資の提供は、直近３カ年度の本
部拠点の事業活動計算書における当期
活動増減差額の平均額を上限。

○ 社会福祉連携推進
法人は貸付金の使
用状況等を確認。

① 貸付けの内容等に関する当事者間での合意
② 当事者の内部機関における意思決定

③ 社会福祉連携推進方針に合意内容を反映
④ 社会福祉連携推進方針の認定申請

※ あらかじめ社会福祉連携推進法人の
理事会・社員総会の承認要

⑤ 貸付原資提供社員から社会福祉連携推進法人への貸付け
（金銭消費貸借契約の締結）

認定

○ 以下のような内容を合意する。
（１）貸付対象社員の事業計画（貸付金額、使途、

返済スケジュール等）
（２）貸付対象社員における予算・決算等の重要

事項の承認方法
（３）返済の延滞時や不能時の取扱い 等

貸付けの実行⑦ 貸付金の使用
状況の報告

施設・事業所に供する建物
の修繕、軽微な改修

従業員の採用、処遇改善
に係る費用

【貸付金の使途のイメージ】

⑥ 社会福祉連携推進法人から貸付対象社員への貸付け
（金銭消費貸借契約の締結）

○ 貸付金の返済は、３年を上限に当
事者間の合意により、期限を設定。

○ 認定に当たっては、貸付けの内容について、
必要に応じ貸付原資提供社員及び貸付対象社
員の所轄庁等に対して情報提供・意見照会。

○ 複数の社会福祉連携
推進法人から同時に
貸付けを受けること
はできない。
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合同の職員研修の実施
賃金テーブル等の共通化に向けた調整

特別養護老人ホームＢ 特別養護老人ホームＣ

社会福祉連携推進法人

社員の職員募集の調整

特別養護老人ホームＡ

大学等福祉・介護人材
養成施設への募集活動

求人募集広告・求人
情報誌への掲載合同説明会の開催

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援
及びその資質の向上を図るための研修」は、

・ 社員合同での採用募集
・ 出向等社員間の人事交流の調整
・ 賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整
・ 社員の施設における職場体験、現場実習等の調整
・ 社員合同での研修の実施
・ 社員の施設における外国人材の受け入れ支援
等の業務（※）が該当する。

学生等求職者への訴求力の向上、福祉・介護人材の資質向上、採用・研修コストの縮減が期待

１ ２ ３

（社員）

※介護職種に係る技能実習の監理団体については、経営支援業務として行う。

⑤ 人材確保等業務のイメージ

職員募集の委託
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○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供
給」は、

・ 紙おむつやマスク、消毒液等の衛生用品の一括調達
・ 介護ベッドや車いす、リフト等の介護機器の一括調達
・ 介護記録の電子化等ICTを活用したシステムの一括調達
・ 社員の施設で提供される給食の供給
等の業務が該当する。

設備・物資の大量購入による調達コストの縮減が期待

有料老人ホームＢ 特別養護老人
ホームＣ

特別養護老人
ホームＡ

調達要望

（社員）

社会福祉連携推進法人

スケールメリットを
活かし、設備・物
資を一括調達

介護記録等の
システムを
一括調達

調達したものを社員に配分 各社員から
委託料

各社員に
給食の提供

給食センター

⑥ 物資等供給業務のイメージ
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認定通知におけるポイント（認定通知P10～P11）

〈社員の役割〉
○ 社員は、連携推進法人に対し、会費等を負担し、議決権の行使等を通じて法人の運営に参画。

〈社員に参画できる者の範囲〉
○ 社員の参画できる者の範囲については、以下のとおり。

① 社会福祉法人
② 社会福祉事業を経営する法人（①に該当する法人を除く。）

③ 介護保険法に規定する居宅介護支援事業や老人福祉法に規定する有料老人ホームを経営する事業等、社会福祉を目的
とする福祉サービス事業を経営する法人（①及び②に該当する法人を除く。）

④ 介護福祉士養成施設や社会福祉士養成施設、保育士養成施設、初任者研修実施機関等、社会福祉事業等従事者を養成
する機関（学校を含む。）を経営する法人（①から③までに該当する法人を除く。）

〈その他社員に関する留意事項〉
○ 法人格の種別は問わない。

○ 地方公共団体は、社員となることができない。

○ 社員の過半数は、社会福祉法人でなければならない。

○ 社員の最低数は２。ただし、社会福祉法人以外の法人が参画する場合は、社会福祉法人が過半数でなければならないため、
３以上。

○ １の法人が複数の連携推進法人の社員となることを妨げない。

【社員】
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認定通知におけるポイント（認定通知P18～P19）

〈社会福祉連携推進評議会の役割〉
○ 社会福祉連携推進評議会は、連携推進法人の意見具申・評価機関として、理事会の決議に基づき代表理事が招集。

〈社会福祉連携推進評議会に関する留意事項〉
○ 社会福祉連携推進評議会の構成は、連携推進法人が実施する社会福祉連携推進業務の種類に応じ、福祉サービスを受け
る立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者を始め、幅広い視点から、中立公正な立場で、連携推進法人に
対して意見を述べることができるようにする。その際、構成員には、社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関する実
情に通じている者を必ず加える。

○ 社会福祉連携推進評議会の構成員の選任・解任は、社員総会の決議により行う。

○ 社会福祉連携推進評議会の構成員は、３人以上置く。

○ 社会福祉連携推進評議会の構成員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時まで。ただし、再任は可能。

○ 社会福祉連携推進評議会は、以下の①から④までに掲げる事項につき、審議を行い、必要に応じ社員総会及び理事会にお
いて意見具申が可能。
① 貸付対象社員が予算の決定又は変更等を行うにつき、連携推進法人による承認の適否
② 連携推進法人の事業計画の内容
③ 社会福祉連携推進評議会の構成員の定数の変更
④ 構成員の過半数の賛成により、社員総会又は理事会において意見を述べる必要があるとされた事項

○ 社会福祉連携推進評議会は、以下の①から③までに掲げる事項につき、審議を行い、業務評価を行わなければならない。
また、その結果については、必要に応じ社員総会及び理事会において意見具申が可能。
① 社会福祉連携推進方針に照らした個々の業務の実施状況・費用対効果
② 連携推進法人の事業報告の内容
③ 連携推進法人の運営の全体評価

【社会福祉連携推進評議会】
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特徴

主な項目の比較

参加可能な法人
形態 参加、脱退の難易 地域 資金

緩
や
か
な
連
携

自主的な連携、
業務連携

○ 合意形成が比較的容易
○ 資金面、人事面も含めた一体
的な連携は稀。

限定なし 参加、脱退は法人の
自主的判断 限定なし

対価性がある費用以
外は法人外流出として
禁止

社会福祉協議会
を通じた連携 限定なし 参加、脱退は法人の

自主的判断
社協の圏域に限
定（都道府県、
市町村）

対価性がある費用以
外は法人外流出として
禁止

社会福祉連携
推進法人

 法人の自主性を確保しつ
つ、法的ルールに則った
一段深い連携、協働化が
可能

 連携法人と社員との資金
融通を限定的に認める

 社会福祉事業を行うこと
は不可

 社会福祉法
人その他社
会福祉事業
を経営する
者

 社会福祉法
人の経営基
盤を強化す
るために必
要な者

 参加、脱退は
原則法人の自
主性を尊重(連
携法人から貸付
を受けた法人に
ついては、社員
総会における全
員一致の決議
を必要とするこ
となどを定款に
定めることが望
ましい)

 限定なし(活
動区域は指
定）

 社員である社
会福祉法人か
ら連携法人へ
の貸付を本部
経費の範囲内
で認める

（法人レベル）
合併
(施設レベル）
事業譲渡

○ 経営面、資金面も一体になるこ
とで、人事制度も含めて一体経営
が可能
○ 経営権、人事制度の変更につな
がるため合意形成に時間を要する。
(合併は年間10件程度）

(合併）
・社会福祉法人
(事業譲渡）
・限定なし

・参加は法人の自主
的判断だが脱退は困
難

限定なし
・同一法人であれば資
金の融通は可能
・事業譲渡の資金の
融通は事例による

連
携
・
結
合
の
度
合

連
携
・
結
合
の
度
合

低

高

社会福祉連携推進法人とこれまでの連携方策との比較
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連携推進法人の業務運営

【連携推進法人】

社員A 社員B 社員C

入会金
※ 連携法人立ち上げ費用等

会費
※ 法人の事務局運営費用等

委託費
※ 特定の事業の運営費用等

そ
の
他
業
務
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
は
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
に
充
当

○ 社員から会費等を徴収。

※ 会費等の使途及び金額は社員総会において決議が必要。

○ 会費等により、事務職員や事務室を確保。
※ 社員の法人の事業に支障のない範囲で兼務・共用可。

○ 会費等により、理事会、社員総会等を運営。

※ 関係者に対する特別の利益供与は禁止。

その他業務

社会福祉連携推進業務

○ 会費等により、業務を実施。

会費等の支払義務（一般法人法第27条）

※ 社員以外に対する役務の提供や、広く社会一般
を対象とした調査研究・出版等の事業が考えられる。

（理事会） （社員総会） （社会福祉連携
推進評議会）

社会福祉連携推進業務の実施、会計処理、役員報酬等基
準の策定、計算書類等の作成、備置き・閲覧、情報公表等

21

（社会福祉法第132条②）

連携推進法人の社員である
旨を明示

（社会福祉法第13３条）



選定、解職

選任、解任

報告

監査

代表理事

説明
（求めに応じ）

説明
（求めに応じ）

【
社
会
福
祉
連
携
推
進
評
議
会
】

（
社
会
福
祉
連
携
推
進
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
諮
問
）

意見具申

監事 ・・・

会計監査人
（一定規模以上の法人のみ必置）

【社員総会 】（社会福祉連携推進法人に関する事項の決議）

社員

【理事会】（業務執行）

理事・・・

開催日時・
議案等の
決定

招集

選任、解任

22
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人口減少等の局面にあっても、未来へと繋がっていく地域づくりのプラットフォームへ

地域共生社会への視点

➜ 厚生労働省としても、好事例を収集し、関係者の皆様の参考となるよう、積極的な情報発信をしてまいりたい。

社会福祉連携推進法人の設立

同じ思いを持つ法人同士が連携し、創意工夫のある取組を
できるところから始めて着実に育てる

◍ 地域共生社会の実現に向け、法人の施設種別を超えた取
組を構想

経営基盤強化の必要性

◍ 人口減少、共同体機能の脆弱化といった地域ニーズの変化
に対応し、安定的にサービスを提供するため、法人の持続可能
な経営基盤の確保の方策を検討

選択肢のひとつとして

社会福祉連携推進法人に期待される役割について
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社会福祉連携推進法人設立による効果

24

① 複数法人が共同で一定の業務を行うことによ
るスケールメリットの導入、経営コストの縮減

② 複数法人が負担する会費等で運営
される事務体制のシェアリング

③ 連携推進法人としてのブランディング
による地域住民・求職者への訴求力強化

⑤ 相談窓口間のリファー、空き定員の紹
介等他法人が保有するサービス資源の共有

⑥ 「地域における公益的な取組」の共同実施
等による地域に不足するサービス資源の創出

地域福祉の一層の推進

個々の社員（社会福祉法人等）
の経営基盤強化

④ サービス手法、人材育成、新規事業所
開設等他法人のノウハウの共有



３．人材確保等分野におけるリガーレグループ実践報告
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リガーレグループ活動のポイント

○小さな法人単体では困難な事業を共同で行う

○複数の社会福祉法人；京都市、京丹後市、東近江市、青森市、浦和市

┗京都市以外の異なる地域の法人とも連携

○いずいれも特養を中心とした高齢者福祉事業を行っている

┗同一業種によるグループ活動

○「人材確保・育成」と「地域密着型拠点整備」、２つの目的で集まる

26



中小社会福祉法人４つの課題

○中小法人課題Ⅰ：人材育成等専任職員の配置
①研修・育成システム
②チームマネジメント
③リーダー育成
④アウトカム管理

○中小法人課題Ⅱ：人材確保専任職員の配置
①外部への発信ツールの開発
②リクルーターチームの編成
③インターンシップ・セミナー等の企画

○中小法人課題Ⅲ・経営管理に関する情報の共有
①雇用環境整備
②キャリアパスシステムと給与体系
③財務・収支管理
④経営に資する共同部分の開拓
⑤新たな経営課題に対する取組

〇中小法人の課題Ⅳ：地域公益的取組の情報共有
27



課題Ⅰ；人材育成専任職員の配置 ／統一研修とSV巡回

〇グループ本部きたおおじに、開設当初からグループ本部機能として 「人材・開発

研究センター」部門を設け、人材育成専任職員である２名のスーパーバイザー（以

下、SV）を配置し、人材育成機能を持つこととした。

〇SVの１名は認知症認定看護師、１名は社会福祉士・介護福祉士であり、いずれ

も２０年前後、特養・小規模多機能等の施設長などの経験を持ち研修や人材育

成にもキャリアを有している人材。加えてきたおおじ施設長もSV同様の資格や経

験があり、この３名を中心にグループ統一研修を実施。

〇新規採用者から役職者までの階層別研修は年間７０回開催（令和３年度実績）し、

各法人からの参加者は１１９５名（令和３年度実績）。また、２名のSVは週に１度グ

ループ法人施設を巡回し、ケアの質、チームマネジメントの質などの課題について

各法人職員と共有し、統一研修とSVによる巡回はリガーレグループによる人材育

成等の車の両輪と位置付けた。
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統一研修とSV巡回は車の両輪

小規模事業所では

1年間を通じた体系的な研修（企画・実施）の運営が難しい

Ⅰ．グループ化による統一研修の仕組みを確立

研修を受けた職員が育つには、組織風土の醸成が必要

Ⅱ．各法人ごとのアセスメントに基づく職場へのサポート

スーパーバイザーの巡回
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○複数の社会福祉法人グループ「リガーレ」」。グループ本部「地域密着型総合ケアセンターきたおおじ」
は、平成２９年１月、社会福祉法人「リガーレ暮らしの架け橋」が設立され、その運営となる。
○きたおおじでは、地域密着型特養ホームなどとともに、地域の人々が集う「場」である地域サロン併設
○共同でスーパーバイザーを確保し、人材育成や組織の標準化、施設の地域展開を図る。

グループ化

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋
地域密着型総合ケアセンター

きたおおじ
・地域密着型特養

ホーム
・ショートステイ
・小規模多機能型

居宅介護
・サービス付高齢者向け

住宅
・地域サロン

地域型サービスに
住民が集う「場」（
地域サロン）を併
設

Ａ法人

Ｃ法人

Ｄ法人

Ｆ法人

切れ目のない
サービスの

提供 ★人材育成専任職員（スーパーバイザー）
認知症認定看護師／社会福祉士介護福祉士

★人材確保専任職員
★経営管理スタッフ（本部法人職員兼務）

各法人
を巡回

人材の育成
組織の標準化
ケアの標準化
施設の地域展開

・新人職員の育成
・各法人の強みや

課題の発掘

人件費

リガーレグループ人材育成の仕組

委託費

委託費

委託費

委託費

８法人で
グループ

化

委託費
委託費

Ｂ法人

Ｅ法人

きたおおじ
人材・開発研究ｾﾝﾀｰ事業

30

G法人
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リガーレ統一研修の実施

○採用時研修

○専門研修１：採用１年目の職員

○専門研修２；採用２年目の職員（専門研修１終了者）

○専門研修３；採用３年目以降の職員

○リーダー研修；小規模チームのリーダーを担う職員

○役職者研修；複数のチームをマネジメントする役職者

○ファーストステップ研修（リーダー）；個別ケア領域、連携領域、チ

ーム運営等基礎領域

★資格取得研修；介護福祉士、介護支援専門員受験予定者

★特別研修（看護等専門分野）

★実務者研修
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新卒者及び新採用者 中途採用者

4月当初の5日間 随時

きたおおじサロン きたおおじサロン

8/2

8/3

10/16

10/17

11/14

11/15

2/  -

⇒色の付いている研修日はしんらん交流館以外の研修会場になる予定です

修了研修
3/2

10:30～12:30

フォローアップ研修
7／5

10：30～12：30

資格取得研修

受験資格者他

介福：第3
CM：第2金曜日

18：30～20：00

きたおおじサロン

介護支援専門員
受験対策講座

介護支援専門員
受験対策講座

介護支援専門員
受験対策講座

フォローアップ研修
介護福祉士

受験対策講座
1/12

2/2

役職者研修

3/14

⑥チーム運営の基礎
自己のケアの振り返りを

通してリーダーとしての
展望

11/24 11/29
④チーム運営の基礎
会議運営の基礎

10/4

③介護技術の応用と展開
・ケアにつながる観察記録・
介護過程展開Ⅰ
（基礎知識）

1/23

別途募集要項参照

8月から13日間

9：00～17：00

しんらん交流館他

1/10

⑪修了研修に統合

フォローアップ研修
10／4

10/27

③介護過程に基づく技術・知
識の展開
・介護家族の思い、家族ケア
について・自己の介護観・倫
理観の振り返り

9/22
③チーム運営の基礎
コミュニケーション・コー
チング・面接力

⑤介護技術の応用と展開

・コミュニケーション
・チームケア、メンバーシップ
・OJTの基本的な考え方

2/23

⑤介護過程に基づく技術・知
識の展開
・事例検討の基礎知識

1/26
⑤チーム運営の基礎
ストレスマネジメント・リス
クマネジメント

④介護過程に基づく技術・知
識の展開
・自立支援、本人の可能性を
拡げ見通しを持った介護

8/4

9/1

⑤介護技術の基礎
・観察・記録
・介護過程の展開（情報
収集）

②介護技術の応用と展開
・対象者に合わせ生活支援

と環境つくり

④介護技術の基礎
・緊急時・事故対応

・高齢者虐待・身体拘束

8/25

介護福祉士
受験対策講座

6/2
①チームマネジメント
・チームアセスメント

6/14
②介護技術の基礎
・食事・口腔ケア
・スキンケア

6/23
①介護技術の応用と展開
・尊厳と倫理：ケアを振り返り
再考する

7/5
②介護過程に基づく技術・知
識の展開

・多職種連携

7/28
②チーム運営の基礎
問題解決思考法Ⅰ・Ⅱ

7/20
介護福祉士

受験対策講座

③介護技術の基礎
・認知症の基礎理解

・BPSDの捉え方

12/20-
21

採用時新人研修

新人研修
（4/1,3,4,5,6）

専門研修Ⅰ 専門研修Ⅱ

しんらん交流館

専門研修Ⅲ リーダー研修

11/10

12/1
⑧介護技術の基礎
・高齢期の特徴
・疾患の理解

⑦介護技術の基礎
・感染対策研修
（各施設にて実施）

④介護技術の応用と展開
・介護過程展開ⅡⅢ
（情報・課題分析）
（ケアプラン）

12/22

⑩介護技術の基礎
・ターミナルケア
・食生活を支える視点

⑨介護技術の基礎
・尊厳と倫理：ケアを振り
返り再考する

ファーストステップ研修

5/12
①介護過程に基づく技術・知
識の展開
・チームの課題整理

5/26
①チーム運営の基礎
・リーダーシップ・チーム
づくり

5/31

主に採用１年目の職員

第１金曜日

13：30～17：00

しんらん交流館

主に採用２年目以降の職員
(専門研修Ⅰ修了済みが望ましい)

偶数月第４金曜日

13：30～17：00

・問題解決のための思
考法
・自職場課題の解決

・家族や地域の支援力
活用と強化

・セーフティマネジメント
・介護職員の健康・スト
レス管理

・職種間連携の実践的
展開
・観察・記録の的確性

・コミュニケーションの方
法と応用
・中堅職員としてのリー
ダーシップ

・ニーズと行動への気付
きと対応

・高齢者の尊厳と倫理

⑤チームマネジメント
・スーパービジョンⅠ・Ⅱ

2/14

④チームマネジメント
・制度の方向性

12/13

③チームマネジメント
・労務管理：（外部講師）

10/11
介護福祉士

受験対策講座

介護福祉士
受験対策講座

介護福祉士
受験対策講座

介護福祉士
受験対策講座

介護福祉士
受験対策講座

新人パッケージ研修４ｈ
×2日間

奇数月第４金曜日

13：30～17：00

しんらん交流館

小規模チームの
リーダーを担う職員

奇数月

13：30～17：00

しんらん交流館

9/6-7

②チームマネジメント
・課題整理・分析

8/23

9/13

⑥介護技術の基礎
・介護過程の展開
  事例演習

①介護技術の基礎
・トランスファー
・排泄・入浴・更衣動作等

複数のチームを
マネジメントする職員

偶数月

13：30～17：00

しんらん交流館

主に採用5年目以降の職員
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グループによる新採用職員育成事例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

採
用
時
新
人
研
修

（5
日
間
集
合
研
修
）

専門研修Ⅰ（入職1年目の科目）

介
護
技
術
の
基
礎
①

ト

ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
・
排
泄
・
入
浴
・

更
衣
等

介
護
技
術
の
基
礎
②

食
事
・
口
腔
ケ
ア
・
ス
キ
ン
ケ

ア 介
護
技
術
の
基
礎
③

認

知
症
の
基
礎
知
識

介
護
技
術
の
基
礎
④

緊

急
時
事
故
対
応

介
護
技
術
の
基
礎
⑤

観

察
と
記
録
・
介
護
過
程
の
展

開
（
情
報
収
集
）

介
護
技
術
の
基
礎
⑥
介
護
過

程
の
展
開
（
事
例
演
習
）

介
護
技
術
に
基
礎
⑦

感

染
対
策
研
修
（
実
技
）

介
護
技
術
の
基
礎
⑧

高

齢
期
の
特
徴
・
疾
患
の
理
解

介
護
技
術
の
基
礎
⑨

尊

厳
と
倫
理
（
ケ
ア
を
振
返
り

再
考
）

介
護
技
術
の
基
礎
⑩

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
・
食
生
活
を

支
え
る
視
点

修
了
研
修

個
人
目
標
の
成
果
報
告フ

ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

個
人
目

標
成
果
と
課
題
の
整
理
・リ
フ
レ

ク
シ
ョ
ン

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

個
人
目

標
成
果
と
課
題

整
理
・リ
フ
レ

ク
シ
ョ
ン

学習・省察実践 学習・省察実践 学習・省察実践

成果と課題
整理して2
年目へス

テップ

実践
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スーパーバイザーの巡回による現場支援

○ＳＶによる各法人の巡回（月に１～４回）

○各法人の課題を、アセスメントシート（as）１～６に沿って提案

○各法人による、行動計画の策定

○行動計画の実践プロセスに対するＳＶによる助言の継続

↓

○グループ法人による職員共同募集や人事交流に備え、最も困難な

取り組みからスタート

○as２（会議、記録等を通じたチームマネジメント），as３（現場を支援

する組織風土の醸成）の標準化の難しさがわかってきた
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理念 役職者 ケアの質

１．研修･人材育成

３．組織性・
組織機能

４．設備・環境 ５．職員配置 ６．暮らしの
支援

ケアチーム・
リーダー

個々の
職員

多職種

家族・ボランティア

２．会議・記録・
情報共有

コンプライアンス・リスクマネジメント・マナー等社会性・人権

施設アセスメントシート（as）
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リガーレグループ・スーパーバイザーの活動

法人ごとの課題を「研修・人材育成」「会議・記録(情報共有)」「組織性・組織機能」

「設備・環境」「職員配置」「暮らしの支援」６つの視点で整理し、課題共有し、解決お
よび改善に進む過程にSVとして介入、助言、伴走。

SVはリガーレ統一研修の講師でもあり、巡回で発見した現場の課題は、研修を
組み立てる際の重要な情報となっている。

＜巡回時の具体的活動内容＞

①事業所内の研修体系の整理

②OJTの仕組みづくり支援

③会議体系の整理

④会議・カンファレンス運営の方法への介入

⑤情報共有の仕組みづくり

⑥個別ケース支援の相談

⑦役職者のマネジメント課題相談・リーダーのチーム課題相談

⑧人間関係の調整

⑨課題に直面している職員へのSV
36



行動計画書

リガーレ本部・ＳＶ 法人
調査票（白紙） 調査票記入
調査票内容を聞き取り、整理
ｱｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄによる課題の提示 示された課題の再整理

行動計画書Ａ 原案
→主任等役職者にて検討
ＳＶ・管理者交え、完成

AS.2 会議・記録・情報共有
AS.3 組織性・組織機能

行動計画書Ｂ 原案
→作業班にて検討
ＳＶ・管理者交え、完成

行動計画に沿って、活動
行動計画書Ｃ 行動計画書Ｃの内容検討

今後、各法人の組織・会議・ケアの質標準化、達成度の確認作業

課題の整理、
言語化、共有

課題に対して、
ゴール・達成基準・
手段・期間

行動計画書Ｂの
再整理（一覧）
今後の課題

六心会 堤理事長作成 37



人材・研修に関する行動計画の例示

行動計画書A
AS1 研修・人材育成

課題

１．研修効果や課題を検証する仕組みがない
新人研修は行われているが、研修後に継続してフォ
ローアップする研修やエルダー制などの仕組みがな
い

目標（何をどのように改善するのか）

新人研修を行うとともに、実施後、フォローアップの仕
組みをつくり実行する

達成基準（達成を評価する指標）

①新人研修を計画的に実施する。
②「習熟度チェック表」で確認し、一定の習熟度を持
つ新人を育成する。
③研修参加の職員が、参加目的、ねらいを把握し参
加できる。

手段（改善のために使う資源）

期間（具体的行動計画）

平成25年度内

38

行動計画書B
AS1 研修・人材育成

手段（改善のために使う資源）

①新人育成プログラムの検証を3ヵ月・6
か月・1年後に行い新人の育成状況と指
導側の体制のバランスを図り、次の新人
教育に行かしていく。
段階ステップ（成長判断基準）を設定す
る。

②新人職員は、人材開発・研究センター
の実施する「きたおおじ新人研修」に参加
する。

③伝達研修の場や研修報告書を活用し
て、研修で得た知識や気づきを実践にい
かす機会を設ける。
④プリセプター制度を創設し、日常の中
で研修成果を確認する

六心会 堤理事長作成 38



統一研修の風景

39

技能実習生（フィリピンから、2019年）

フィリピンから、
6名入国。
グループでノウハウ共有

コロナ禍によりオンライン化。
各法人で、
研修ファシリテーターも育成
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課題Ⅱ－人材確保専任職員の配置

リクルーターチーム（２０１７～）

求職者に近い年齢の職員が学生と早期に出
会い、認知してもらう

そのためのイベントやセミナーを企画開催す
る

常にリガーレや参画法人の魅力を掘り下げ、
言語化しておく

人材確保委員会（２０１６～）

各法人で直面する人材確保に関する情報共有、各エリア学生の動き、求職者の動きな
どを毎月共有する
リガーレの魅力とは何か、各法人の強みとは何か等、共有し、言語化する
それをもとに広報誌、フライヤー、コンセプトブックなどを制作し、グループを可視化す
る試み
グループ独自イベントの監修。コロナ以前は、インターンシップバスツアー、コロナ以降
はオンラインセミナー等
インターシッププログラムなどの共有、開発

人材確保専任職員（２０１９～）

採用に関するスケジュール管理
各法人の採用状況など情報集約と共有
大学の教員等とのリレーション
参画法人の魅力・強みを理解した上で、グ

ループの採用に関する活動を定点で管理
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グループで取り組む人材確保、３つのこと

① 2016年から、各法人の人材採用担当者で委員会を組織

＝「人材確保委員会」

② 2017年から、各法人から選任された若手で採用チームを結成

＝「リガーレリクルーターチーム」

③ 2019年度から、グループで人材確保専任職員を抱え、事務局を

担う。
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人材確保委員会

●構成…各法人の人材採用担当者７名＋専任職員（事務局）

●主な活動

 各法人で直面する人材確保に関する情報共有、各エリア学生の動き、求職
者の動きなど共有。

 リガーレの魅力とは何か、各法人の強みとは何か等、共有し、言語化する

 それをもとに広報誌、フライヤー、コンセプトブックなどを制作し、グループを
可視化する試み

 グループ独自イベントの監修。コロナ以前は、インターンシップバスツアー、
コロナ以降はオンラインセミナー等

 インターシッププログラムなどの共有、開発

42



リクルーターチーム

●構成……各法人の若手 １０名

●共有事項として決めたこと

新卒採用チームのコアメンバーとして、学生に向けてリ
ガーレグループの魅力・所属法人の魅力を発信。

 インターンシップや就職フェアに主体的に関り、参加学生
との良い関係を築く。

 リクルーターは専門職の立場で学生と関わる。
 リクルーター活動を通して自己の成長につながるような目

標を持って臨む。
 リクルーター活動を通して、リガーレクループとしての繋が

りを持ち、各法人の採用活動に寄与する。

求職者に近い年齢の職員が学生と早期に
出会い、認知してもらう

そのためのイベントやセミナーを企画開催
する

常にリガーレや参画法人の魅力を掘り下げ、
言語化しておく
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グループ独自フェア「まるわかり～発見！フクシの素顔～」2021．7の様子

①自己紹介
②リガーレグループについて
③第1部 導入 トークセッション「福祉の楽しさ」15分
④第2部 座談会 少人数で学生とのクロストーク 25分×2ターム≒55分（全員）
⑤インターンシップ紹介 10分（全法人）

法人を越え、仕事の魅力や楽しさを言語化し、学生へどのように伝えていくのか、
その過程を共有。この過程の可視化はグループならでは。単独法人では難易度高。
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人材確保専任職員の配置

専任職員の主な役割

●スケジュール管理
 採用活動は、年間のスケジュール管理が最重要

 学生の年間就活スケジュールに合わせて動く予定を立案

●情報整理
 各法人の採用状況など定点で情報を集め、共有する

●大学等への広報活動

 グループ主催セミナー広報など、大学教員とキャリアセンター等との接点を
常に持つ

●グループ法人の動きを俯瞰してグループ活動の足並みをそろえる
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広報誌『COCOLO』
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リクルーターチームによる

おもてなしバスツアー
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一人ひとりの個性を生かして、
様々な壁を一緒に越えていこう

Pre FUKUSHI meets! 
［全国／地方の魅力］
2022.02.24（木）11:30〜14:30

就職フェアでのプレゼン資料（リクルーターにより作成）
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就職フェアでのプレゼン資料（リクルーターにより作成）

共通して大切にしていること

★地域ネットワークの形成
・カフェの営業
・ボランティアの方と交流
・消防団に入団
・小学校の運動会に参加

★住み慣れた地域での暮らしの継続を支える
・地域のイベントに参加

・馴染みのスーパーや銭湯、散髪屋、果物屋等へ外出
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インターンシップ等参加者・面接・採用人数の比較(新卒)

＜５法人集計＞

２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

インターンシップ等 ー ３４名 ４８名

面接 ー ２４名 ２１名

採用 ５名 ２０名 １８名
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課題Ⅲ－経営管理情報の共有

①雇用環境整備

「きょうと福祉人材育成認証制度」の活用

②キャリアパスシステムと給与体系

モデル給与体系・キャリアパスシステムの構築

③財務・収支管理

収支及び資金に関する情報共有に向けて

④経営に資する共同部分の開拓

共同購入等による経営効率の改善に向けて

⑤新たな経営課題に対する取組

ICT導入等の共同
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福祉・介護経営勉強会

２０１３～２０１４年度
対象；グループ理事長等の社福法人経営者・管理者 ２４名
回数；毎月１回実施・全１９回（１９～２１時）

内容；①社会福祉法人の基本（法的根拠、定款、諸規定等）、②高齢、障害、児童等の各種法律・
制度の知識、③地域との連携の方法、④介護・看護・医療の連携（施設・在宅）、⑤行政との
連携（老人福祉法監査、介護保険法監査、労基署、保健所等）、⑥小規模多機能など事業ご
との運営手法、新規事業開設の手順、⑦介護保険関係諸手続き（事業開設、給付管理等）、
⑧低所得者対策（生活保護法と社会福祉法人の役割、補足的給付等）、⑨リスク管理（事故、
苦情、感染症等）、⑩財務・会計（基本知識、財政・収支状況の理解、管理会計、経営的意思
決定等）、⑪金融（福祉医療機構、市中銀行等）、⑫税務（消費税、法人税等）⑬国の各種施
策の方向性等（高齢者福祉分野以外も含め）、⑭介護保険次期制度改正、⑮社会福祉法
人連携の今後の見通し（国の考え方等）、⑯医療介護連携、等

２０１５～２０１７年度
対象；次世代の経営を担う人材 ９名
回数；隔月１回・全１５回（１７～１９時）
内容；社会福祉法人運営の基本、チームマネジメント、人が育ち定着する組織等
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きょうと福祉人材育成認証制度の活用

○「きょうと福祉人材育成認証制度」＝平成２４年度スタート

・法人理念が明確

・利用者を第１にしている

・職員を大切にしている

○京都府下約１４００法人中約１／２が宣言

約１／４が認証

１５法人が上位認証を取得

○リガーレ加盟法人すべてが上位認証を目指す

★社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋

＝２０１１年８月上位認証取得
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リガーレモデル給与体系の作成

平成２４～２６年度 各法人給与体系等の情報交換

平成２８年度 モデル給与体系の検討

平成２９年１２月 モデル給与体系の完成

令和 元年度 リガーレ人材共同募集に向けて開示する給与等統一

令和 ２年度 はたらき方改革委員会の発足

↓

○人材共同募集の条件；人が集まる必要条件

○キャリアパスとの整合性

○職員の納得と人件費統制、２つの機能
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ICT導入等／介護みらいの検討

〇ICT導入等に関して共同で試行、検討

〇職員配置の標準化、機能分化に伴う多様な職員構成の試行

〇外国人材の導入研究と情報共有（３法人で６名導入）
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課題Ⅳ－地域公益的取組の実践

リガーレグループ地域共生社会創出委員会（２０18～）

各法人が実施している地域公益的取組の実施内容について共有、その意義を確認・協
議する。
各法人が既実施取組について、課題及び見直し等協議、好事例の共有
各法人が所在する生活圏域等の地域課題を把握するための方法について学びあう
把握した地域課題の情報交換を行い、課題解決に向けて方策検討
優れた実践を自法人に取り入れる可能性について話し合う
上記の協議等を通じて、各法人による新たな地域貢献活動の計画立案を行う

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、改正社会福祉
法第24 条第2項の規定に基づき、平成28年４月から、当該取組の実施が社会
福祉法人の責務として位置付けられた。
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地域公益的取組についてのヒアリングシート

2018年から、各法人代表者により、地域貢献や地域公益的取組に
関する課題を共有、各法人の試行へつなげつつある。

各法人でヒアリングシートを作成、法人間で共有

 主な取り組み名称と内容・頻度

 把握している地域課題（課題把握の経路）

 地域での協力者や外部機関などの連携先

 発生するコストや資金源と概算金額など

 仕組み・工夫

 その他 考えられる成果等
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コロナ禍での地域公益的取り組みについて各法人で共有

＜ヒアリングシートによる情報共有＞

 法人（職員）が参画する地域に関するネットワーク・協議体・委員会等について

 法人内で地域との関係性、地域課題、地域公益的取り組み等に関する事項を協議検討する
テーブルがあるか

 上記以外に自治体・社会福祉協議会・近隣の他法人等と定期的な意見交換等の活動テーブ
ルを設置しているか

 自治体等の行政計画等の策定委員・検討委員等に法人職員が参画しているケースがあるか

 災害時の対応等に関して、把握している地域課題、地域住民・外部機関等と連携して進めて
いること、法人としての対応例があるか

 新型コロナウイルス感染症に関して、把握しておられる地域課題、地域と連携して進めておら
れること、法人としての対応例等があるか

 地域担当職員等の配置（辞令交付等）をされている例があるか、兼務・工夫していることはあ
るか

 新型コロナウイルスのことも含め、地域における公益的な取り組みに対する法人としての基本
的な考え方・視点などがありましたら教えてください。

 法人の持つ専門性を地域へ活かすということを考えた場合、具体的なイメージがあるか
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地域公益活動／リガーレグループ法人による実践内容

①高齢者と住宅のマッチング事業「住まい・生活支援事業」

②福祉避難所登録

③介護者教室など地域参加型研修の開催

④オレンジカフェ主催

⑤認知症出前講座・認知症サポート連絡会活動等（地域啓発活動）

⑥地域防犯活動（青パト活動）

⑦福祉車両・車いす等貸出、地域活動への会場提供

⑧地域経済への貢献（バイオマス燃料等）

⑨地域他業種連絡会の主催

⑩子ども食堂

⑪福祉教育活動

⑫地域イベント参加（お祭り、バザー、消防団、公園体操、地域サロン等

⑬グループによる感染症への取り組み（防護服等共同購入、研修） 60



リガ―レグループ活動から見えてきた連携の形

〇連携により「達成したい目的」

〇目的を実現するための「機能」

〇機能を果たす「コスト」

↓ トップによるそれらへの合意と、さらに・・・

・それぞれの法人を担う中核メンバーによる連携への合意

・マネジメントに対する概念の共有

・社会福祉法人の役割に対する理解の共有
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複数の中小法人間連携から学んだこと

〇「同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、

規模の大きさを活かした法人運営が可能となる」（厚労省・社会福

祉連携推進法人関連資料より）

〇中小の単独法人の課題である人材育成・確保のための「専門人材」の

確保、それを通じたさまざまな「仕組み」が構築できる

〇人が集まり定着する魅力ある経営のあり方についてなど、情報収集

などを常に協議連携できる場が生まれる

〇ICT導入、感染症対策など新たな環境やリスクに対して共同して推進

できる

・・・・・・・など 62



むすびに

社会福祉連携推進法人制度を活用した多くの新たな取組が始まり

社会福祉法人がこれからの地域課題を解決する輪の中心的な存在となり

中小規模であっても人が集まり活躍する経営モデルづくりを目指したい

ご清聴ありがとうございました
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